
１０　職員の福祉及び利益の保護の状況

　（１）　職員の健康管理に関する状況（令和６年度）

名　　　　称 受診者数（人） 名　　　　称 受診者数（人）

一般定期健康診断 2,115 感染症予防健康診断 79

成人健診 1,740 情報機器作業従事者健康診断 405

雇入時健康診断 119 胃検診 385

特殊健康診断 延べ132 大腸検診 1,158

深夜業健康診断 275 子宮頸がん検診 217

乳がん検診 259

　（２）　公務災害及び通勤災害の認定件数（令和６年度）

（単位：件）

公務災害 7

通勤災害 4

　（３）　職員互助会の状況

　

１１　公平委員会の業務の状況

　（１）　勤務条件に関する措置の要求の状況

　（２）　不利益処分に関する審査請求の状況

申立て　０件 、 終結　０件 、 審理中　０件

申立て　１件 、 終結　０件 、 審理中　１件

　互助会では会員の健康や福祉の増進を図るための事業を実施しており、会員が負担する会費、公費から支出
する負担金その他の収入で運営しています。
　また、最近の社会情勢の中、時代に即した事業を実施するため、相互負担事業を見直すとともに、事業を外部
に委託するなど、より効率的な運営に努めています。

（エ）　厚生事業（委託業者による福利厚生ｻｰﾋﾞｽの提供、40歳、45歳、50歳、55歳ﾘﾌﾚｯｼｭ助成、健康増進助成など）

（ア）　給付事業（退会給付金、永年勤続記念品、弔慰金など）

（イ）　文化事業（文化ｸﾗﾌﾞ活動助成）

（ウ）　体育事業（体育ｸﾗﾌﾞ活動助成）

イ　会　費　　給料総額×4.2／1,000　（令和６年度決算　54,474千円）

ウ　市負担金　相互負担事業の1／2　（令和６年度決算　10,736千円）

エ　主な事業（令和6年度）

（オ）　貸付事業（普通貸付、特別貸付）

ア　会員数　　3,352人　（令和7年3月31日現在）

　職員の厚生制度として、地方公務員法第４２条に基づき大津市職員互助会（以下「互助会」という。）を設置して
います。


